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COE関係諸規程集�

21世紀COEプログラム拠点形成に係る関係規程�

　本学は、世界最高水準の研究教育拠点を学問分野ごとに形成し、国際競争力のある個性輝く大学づくりを目的とする「文部科学

省21世紀COEプログラム（研究拠点形成費補助金）」（以下「COEプログラム」という。）に採択された。�

　本補助金は、大学院研究科専攻（博士課程レベル）の研究組織等を対象として、主として研究面においてポテンシャルの高い専攻等

が世界最高水準の研究教育拠点を形成するために必要とする経費を専攻等の研究者からなる研究グループに対して補助を行うもので、�

①当該分野における研究上、優れた成果を挙げ、将来の発展性もあり、高度な研究能力を有する人材育成機能を持つ研究教育拠点

　の形成が期待できるもの�

②学長を中心としたマネジメント体制による指導力の下、個性的な将来計画と強い実行力により、世界的な研究教育拠点形成が期

　待できるもの�

③特色ある学問分野の開拓を通じて創造的、画期的な成果が期待できるもの�

④COEプログラムで行う事業が終了した後も、世界的な研究教育拠点としての継続的な研究教育活動が期待できるもの�

に対し、重点的支援を行うものである。�

　ついては本事業の円滑な運営を図るために、「当該拠点の研究計画推進に係る学長を中心としたマネジメント体制（大学の組織的

取組み）」、「拠点形成上必要な研究活動を支援するための人材の受入れ」、「研究拠点形成補助金の公正・適切な使用管理」に関する

学内規程を整備する。�

規程制定の趣旨�1

（1）神奈川大学21世紀COE拠点形成委員会規程�

（2）神奈川大学COEプログラム研究支援者に関する取扱規程�

（3）神奈川大学COEプログラム研究協力者に関する取扱規程�

（4）神奈川大学研究拠点形成費補助金取扱規程�

参考：COEプログラム「人類文化研究のための非文字資料の体系化」研究推進会議内規�

制定規程の種類�2

（1）神奈川大学21世紀COE拠点形成委員会規程�

第1条　この規程は、神奈川大学において実施される「文部科学省21世紀COEプログラム（研究拠点形成費補助金）」（以下「COE

　プログラム」という。）の円滑な実行と継続的な推進を図り、世界的な研究教育拠点の形成を目的として設置する神奈川大学21世

　紀COE拠点形成委員会（以下「委員会」という。）の運営について必要な事項を定める。�

（趣旨）�

第2条　委員会は、次に掲げる者によって構成する。�

　（1）委員長�

　（2）副委員長　�

　（3）委員�

 　　ア　COEプログラムの基盤となる大学院研究科専攻等から選出された者　各1名�

 　　イ　COEプログラム拠点リーダーが指名する者　各1名�

 　　ウ　事務局長�

（構成）�

第3条　委員長は、学長が指名する。�

 2　委員長は、学長の命を受けて、各拠点における研究教育計画の進行状況を把握し、COEプログラム遂行に伴う業務を統括する。�

（委員長）�

第4条　副委員長は、委員長がCOEプログラム拠点リーダーの中から指名する。�

 2　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその任務を代行する。�

（副委員長）�
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（2）神奈川大学COEプログラム研究支援者に関する取扱規程�

第1条　この規程は、神奈川大学（以下「本学」という。）におけるCOEプログラム事業を一層推進するために、神奈川大学21世

　紀COE拠点形成委員会規程第6条第3号に基づき本学が任用する研究支援者の取扱いについて必要な事項を定める。�

（趣旨）�

　1　平成15年9月29日から施行し、平成15年7月25日から適用する。�

　2　委員会は、COEプログラム補助事業完了後に行われる事後評価の結果を俟って、必要な改組を行うものとする。�

第7条　委員会のもとに、COEプログラムの円滑な推進を図るために、当該拠点に係る研究推進組織を置く。�

（研究推進組織）�

第8条　委員会に関する事務は、学長室（COE支援事務担当）が所管する。�

（事務の所管）�

第9条　この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て行う。�

（改廃）�

■附　則�

第6条　委員会は、文部科学省21世紀COEプログラム委員会で審査を受けた「将来構想等調書」等及び採択後に提出した「交付申

　請書」等に沿ったCOEプログラムの推進と拠点形成の達成のために、次に掲げる事項を審議する。�

　（1）COEプログラムに係る諸規程等の整備に関すること。�

　（2）COEプログラムに係る所轄官庁への諸届に関すること。�

　（3）COEプログラムに係る研究支援者等の選考に関すること。�

　（4）その他COEプログラムの実施に係る重要事項�

（審議事項）�

第2条　この規程において「研究支援者」とは、本学におけるCOEプログラムの研究教育事業に従事する教員、研究員、学生、技

　術者等をいう。�

 2　研究支援者の名称は、次の各号のとおりとする。�

　（1）COE教員（COE特任教員又はCOE非常勤講師）�

　（2）COE研究員（PD）�

　（3）COE研究員（RA）�

　（4）COE支援者（TA）�

　（5）COE技術者�

（定義）�

第3条　研究支援者は、次の各号の要件を満たしている者でなければならない。�

　（1）COEプログラム事業の遂行上必要な能力を有すること。�

　（2）日本学術振興会特別研究員その他のフェローシップ等類似の助成を受けていないこと。�

 2　COE教員を任用する場合にあっては、前項に定める者のほか、神奈川大学特任教員規程又は神奈川大学非常勤講師任用規程に

　準ずる。�

 3　COE研究員（RA）及びCOE支援者（TA）として学生を任用する場合にあっては、第1項に定める者のほか、本学大学院博士

　後期課程に在籍する者に限る。�

（資格）�

第5条　委員（職務上の委員を除く。）の任期は、COEプログラム補助事業の継続期間とする。�

 2　委員（職務上の委員を除く。）が欠けた場合における欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。�

（任期）�
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第4条　研究支援者の任期は、12月の範囲内とし、その終期は、採用日の属する会計年度を超えることができない。ただし、当該研

　究拠点形成費補助金による事業が継続している場合には、その期間を限度として任期を更新することができる。�

（任期）�

第5条　研究拠点形成費補助金の拠点リーダーが研究支援者の任用を希望する場合は、神奈川大学21世紀COE拠点形成委員会の

　議を経て、学長に申請しなければならない。�

 2　学長は、前項の申請があったときは、研究拠点形成費補助金による事業の遂行上必要な能力を有すると認めた場合に任用する

　ものとする。�

（申請）�
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第6条　研究支援者の待遇等は、次の各号に掲げる基準によるものとし、その給与については予算の範囲内で学長の定めるところ

　による。　�

　（1）COE教員については、神奈川大学特任教員の給与に関する細則又は非常勤講師給規程に準ずる。�

　（2）COE研究員（PD）については、神奈川大学ポスト・ドクター規程に準じる。�

　（3）COE研究員（RA）については、神奈川大学リサーチ・アシスタント規程に準じる。�

　（4）COE支援者（TA）については、神奈川大学ティーチング・アシスタント規程に準じる。�

　（5）COE技術者については、1日につき8時間を超えない範囲内で日々 雇い入れられる常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の

　　　3を超えない範囲内で勤務する非常勤職員とし、その給与は、神奈川大学21世紀COE拠点形成委員会で定める。�

（待遇等）�

第7条　研究支援者は、研究拠点形成費補助金による事業に係る経費を使用することができる。�

 2　前項のほかCOE研究員（RA）及びCOE研究員（RA）については、別に定める規程により、若手研究者育成を目的として自

　発的研究活動に必要な経費を支出することができる。�

（研究費）�

第8条　研究拠点形成費補助金の事業で得られた成果に係る特許等の取扱いについては、別に定める。�

（特許等の取扱い）�

第9条　この規程に定めるもののほか、研究支援者の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。�

（その他）�

第10条　この規程の改廃は、神奈川大学21世紀COE拠点形成委員会の議を経て大学院委員会において行う。�

（改廃）�

この規程は、平成15年9月29日から施行し、平成15年7月25日から適用する。�

■附　則�

（3）神奈川大学COEプログラム研究協力者に関する取扱規程�

第1条　この規程は、神奈川大学（以下「本学」という。）におけるCOEプログラム事業を一層推進するために、神奈川大学21世

　紀COE拠点形成委員会規程第6条第3号に基づき本学が委嘱する研究協力者の取扱いについて必要な事項を定める。�

（趣旨）�

第2条　この規程において「研究協力者」とは、本学のCOEプログラムの研究事業に共同して従事する教員（本学を含む。）研究者

　等をいう。�

 2　研究協力者の名称は、COE共同研究員とする。�

（定義）�

第3条　COE共同研究員は、次の各号の要件を満たしている者でなければならない。�

　（1）COEプログラム事業の遂行上必要な能力を有すること。�

　（2）神奈川大学COEプログラム研究支援者に関する取扱規程に定める研究支援者でないこと。�

（資格）�
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（4）神奈川大学研究拠点形成費補助金取扱規程�

第1条　この規程は、神奈川大学において実施されるCOEプログラムの経理事務の取扱いについて必要な事項を定める。�

（趣旨）�

第6条　COE共同研究員には給与は支給しない。�

 2　COE共同研究員は、研究拠点形成費補助金による事業に係る経費を使用することができる。�

（研究費等）�

第7条　研究拠点形成費補助金の事業で得られた成果に係る特許等の取扱いについては、別に定める。�

（特許等の取扱い）�

第8条　この規程に定めるもののほか、COE共同研究員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。�

（その他）�

第9条　この規程の改廃は、神奈川大学21世紀COE拠点形成委員会の議を経て大学院委員会において行う。�

（改廃）�

この規程は、平成15年9月29日から施行し、平成15年7月25日から適用する。�

■附　則�

第2条　この規程において、「COEプログラムの経理事務」とは、学長に交付された研究拠点形成費補助金（以下「研究拠点形成

　費」という。）に係る申請、報告、及び会計経理等の業務をいう。�

（定義）�

第3条　研究拠点形成費の経理事務に関することは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、

　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）、研究拠点形成費補助金交付要綱（平成14年4

　月1日文部科学大臣決定）及び研究拠点形成費補助金（研究拠点形成費）取扱要領（平成15年7月25日文部科学省高等教育局長通

　知）その他法令等に定めるもののほか、すべてこの規程の定めるところによる。�

（適用範囲）�

第4条　文部科学省に対する研究拠点形成費に係る申請、事業内容の変更、報告等に関する事務は、事務局長が統括し、学長室（C�

　OE支援事務担当）において行う。�

（申請等の義務）�

第5条　学長に交付された研究拠点形成費の会計経理事務は、学長室（COE支援事務担当）に委任する。�

 2　学長室（COE支援事務担当）は、研究拠点形成費の適正な事務を確保するため、学長名義の銀行預金及び収支簿を保管管理す

　る。�

 3　前2項にかかわらず、資金の支払いについては財務部経理課に委任し、研究支援者等の雇用に係る事項については人事室に委任

　する。�

 4　預金により生じた利子は、当該研究拠点形成費の目的に使用しなければならない。�

（会計経理事務）�

第4条　COE共同研究員の委嘱期間は、12月の範囲内とし、その終期は、委嘱日の属する会計年度を超えることができない。ただし、

　当該研究拠点形成費補助金による事業が継続している場合には、その期間を限度として委嘱期間を更新することができる。�

（任期）�

第5条　研究拠点形成費補助金の拠点リーダーがCOE共同研究員の委嘱を希望する場合は、神奈川大学21世紀COE拠点形成委員

　会の議を経て学長に申請しなければならない。�

 2　学長は、前項の申請があったときは、研究拠点形成費補助金による事業の遂行上必要な能力を有すると認めた場合に委嘱する

　ものとする。�

（申請）�
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第6条　学長室（COE支援事務担当）は、毎年度末までに、法令等に基づきすみやかに計算書類を作成し、証拠書類等関係書類を

　添付して、内部監査室の監査を受けなければならない。�

（会計監査）�

第7条　この規程に定めるもののほか、研究拠点形成費の事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。�

（その他）�

第8条　この規程の改廃は、神奈川大学21世紀COE拠点形成委員会の議を経て大学院委員会において行う。�

（改廃）�

この規程は、平成15年9月29日から施行し、平成15年7月25日から適用する。�

■附　則�

参考：COEプログラム「人類文化研究のための非文字資料の体系化」研究推進会議内規�

第1条　この内規は、神奈川大学21世紀COE拠点形成委員会規程第7条に基づき、COEプログラム「人類文化研究のための非文字

　資料の体系化」研究推進会議（以下「推進会議」という。）の運営について必要な事項を定める。�

（目的）�

第2条　推進会議は、次に掲げるものによって構成する。�

　（1）COEプログラム拠点リーダー�

　（2）COEプログラム・サブ・リーダー�

　（3）COEプログラム研究遂行責任者�

　（4）第4条に定めるCOEプログラム事務局長（以下「事務局長」という。）�

 2　推進会議の委員長は、前項第1号のものが務める。�

 3　推進会議の副委員長は、委員長が第1項第2号の委員の中から指名する。�

（構成）�

第3条　推進会議は、COEプログラムの円滑な推進を図るために、次に掲げる事項を実施することを任務とする。�

　（1）COEプログラムに係る研究教育計画の企画・立案及び連絡・調整に関すること�

　（2）COEプログラムに係る補助金の経理管理に関すること�

　（3）COE研究支援者及びCOE共同研究者の推薦に関すること�

　（4）COEプログラムに係る成果報告及び情報発信に関すること�

　（5）その他COEプログラムの実施に関して必要な事項�

（任務）�

第4条　推進会議に、事務局長を置く。�

 2　事務局長は、拠点リーダーの指示のもとに前条に定める推進会議の実務を統轄する。�

 3　事務局長は、文部科学省21世紀COEプログラム「研究拠点形成費補助金（研究拠点形成費）取扱要領」および学内関連規程等

　に基づき、必要書類を作成し、厳重に保管するものとする。�

（事務局長）�

第5条　推進会議に関する事務は、学長室（COE支援事務担当）が所管する。�

（事務の所管）�

第6条　この内規の改廃は、推進会議の議を経て神奈川大学21世紀COE拠点形成委員会において行う。�

（会計監査）�

この規程は、平成15年10月1日から施行し、平成15年7月25日から適用する。�

■附　則�


